
 

 相模原市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和６年３月２１日 

 

                     相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市条例第１８号 

 

相模原市介護保険条例の一部を改正する条例 

相模原市介護保険条例(平成１２年相模原市条例第１０号)の一部を次のように改

正する。 

第８条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年

度まで」に改め、同項第１号中「３６，０００円」を「３６，３００円」に改め、

同項第２号中「４３，２００円」を「４７，９００円」に改め、同項第３号中 

「５０，４００円」を「５５，１００円」に改め、同項第４号中「５７，６００円」

を「６３，８００円」に改め、同項第５号中「７２，０００円」を「７９，８００

円」に改め、同項第６号中「７９，２００円」を「８７，８００円」に改め、同号

イ中「又は第１０号イ」を「、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１３号

イ」に改め、同項第７号中「９０，０００円」を「９９，８００円」に改め、同号

イ中「又は第１０号イ」を「、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１３号

イ」に改め、同項第８号中「１０８，０００円」を「１１９，７００円」に改め、

同号イ中「又は第１０号イ」を「、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１３

号イ」に改め、同項第９号中「１２２，４００円」を「１３５，７００円」に改め、

同号ア中「５，０００，０００円」を「４，２００，０００円」に改め、同号イ中

「又は次号イ」を「、次号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イ」に改め、

同項第１０号中「１４４，０００円」を「１５１，６００円」に改め、同号ア中

「５，０００，０００円」を「４，２００，０００円」に、「１０，０００，０００

円」を「５，２００，０００円」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「、

次号イ、第１２号イ又は第１３号イ」を加え、同項第１１号中「１６５，６００円」

を「１９９，５００円」に改め、同号を同項第１４号とし、同項第１０号の次に次

の３号を加える。 



 

（１１）次のいずれかに該当する者 １６７，６００円 

ア 合計所得金額が５，２００，０００円以上６，２００，０００円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第３９条

第１項第１号イ(同号イ(１)に係る部分を除く。)、次号イ又は第１３号イに

該当する者を除く。) 

（１２）次のいずれかに該当する者 １８３，５００円 

ア 合計所得金額が６，２００，０００円以上７，２００，０００円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第３９条

第１項第１号イ(同号イ(１)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を

除く。) 

（１３）次のいずれかに該当する者 １９１，５００円 

ア 合計所得金額が７，２００，０００円以上１０，０００，０００円未満で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第３９条

第１項第１号イ(同号イ(１)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。) 

第８条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度

まで」に、「２１，６００円」を「２２，７００円」に改め、同条第３項中「令和３

年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「２１，６００

円」を「２２，７００円」に、「３６，０００円」を「３８，７００円」に改め、

同条に次の１項を加える。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の 

減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率につ 

いて準用する。この場合において、第２項中「２２，７００円」とあるのは、

「５４，７００円」と読み替えるものとする。 

第１０条第３項中「、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロ」

を「若しくは第５号ロ又は第８条第６号イ、第７号イ、第８号イ、第９号イ、第１０



 

号イ、第１１号イ、第１２号イ若しくは第１３号イ」に、「第９号まで」を「第５

号まで又は第８条第６号から第１３号まで」に改める。 

第１４条第４号中「第２条」を「第２条第１項」に改め、同条に次の１号を加え

る。 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 

   附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の第８条及び第１０条第３項の規定は、令和６年度以後の年度分の保険

料について適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

３ 改正後の第１４条第５号の規定は、普通徴収の方法によって徴収する納期又は

特別徴収の方法によって徴収する日がこの条例の施行の日以後である保険料の減

額又は免除について適用する。 


